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１ 開  会 
 
２ 議  題 

 
（１）あわび漁業特認許可方針（案）について（諮問）   

Ｐ１～Ｐ７ 
（２）えびこぎ網漁業許可方針（案）について（諮問） 

Ｐ８～Ｐ１８ 
（３）令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

各県海区漁業調整委員会の提案議題に対する意見について（協議） 
Ｐ１９～Ｐ５６   

（４）その他 
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あわび漁業（特認） 

 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

       あわび漁業（すもぐり） 

（２）許可又は起業の認可をすべき漁業者の数 

       １０人 

（３）推進機関の馬力数 

        制限なし 

（４）操業区域 

      ① 次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線と最大高潮時

海岸線により囲まれた海面のうちの佐賀県玄海海域。ただ

し、共同漁業権漁場を除く。 

    ア 福岡県糸島市二丈町串崎 

    イ 福岡県糸島市二丈町串崎と唐津市相賀崎を結んだ直線と、

唐津市高島と福岡県糸島市志摩姫島を結んだ直線との交点 

ウ 唐津市高島南東端 

    エ 唐津市東唐津「旧唐津シーサイドホテル東館」西角 

     ② 松共第２号の共同漁業権漁場内 

（５）漁業時期 

       １２月２１日から翌年１０月３１日まで 

（６）漁業を営む者の資格 

① 操業区域に接続する共同漁業権を有する地区（唐津市浜玉

町、唐津市高島又は満島のいずれかの地区）において漁港機

能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者 

② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を

有する者 

 ③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号。以

下、「規則」という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当

しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 
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⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   １年以内 

第３ 申請すべき期間 

   令和３年１１月１日から令和３年１２月１日まで 

第４ 許可の基準 

   申請数が、１０件を超える場合は、次に掲げる優先順位により許

可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互

間の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当

する場合は、この限りでない。 

（１）２０２０年１２月２１日から２０２１年１０月３１日まで

の期間において、あわびの水揚げの実績がある者 

（２）２０１３年１２月２１日から２０２０年１０月３１日まで

の期間において、あわびの水揚げの実績がある者 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している

者 

（４）上記（１）から（３）に該当しない者 

第５ 条件 

（１）第１（４）①の操業区域内において、松浦瀬の中心より半

径２５０メートル以内の区域以外では操業してはならない。 

   松浦瀬の中心（世界測地系） 

緯度：３３°２８′０６″ 

   経度：１３０°００′４２″ 

（２）松共第２号で操業するものは、事前に共同漁業権者と協議

し、同意を得なければならない。その際は同意書の写しを操

業時に携帯しなければならない。 

（３）操業時間は、次のとおりとする。 

   １２月・・・・午前７時３０分から午後５時００分まで 

１月・・・・・午前７時３０分から午後５時３０分まで 

   ２月・・・・・午前７時３０分から午後６時００分まで 

   ３月・・・・・午前７時００分から午後６時００分まで 
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 ４月・・・・・午前６時３０分から午後６時３０分まで 

 ５月・・・・・午前６時００分から午後６時３０分まで 

６月、７月・・午前５時３０分から午後７時００分まで 

８月、９月・・・午前６時００分から午後６時３０分まで

１０月・・・・・午前７時００分から午後５時３０分まで 

（４）操業には佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用す

ることとし、すもぐりを行う者は１隻１名とする。 

（５）操業中は、県が指定する操業標旗を船舷上３.０メートル以

上の高さに掲げなければならない。 
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      （標  旗）    地色：赤 色 

                    字色：白  色 

 
 

      ３年          （番    号） 

 

 

         あ   わ   び 

 

 

                     佐賀県 
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手繰第２種 えびこぎ網漁業 

 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     えびこぎ網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ３３隻 

     ただし、令和３年９月３０日現在の許可枠残は４隻 

（３）船舶の総トン数 

     ５トン未満 

（４）推進機関の馬力数 

     ４８キロワット以下（漁業調整用エンジン１５馬力以下） 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

① 
３１キロワット以下

 （１０馬力以下）の船舶（出力管理装置により
３１キロワット以下

 （１０馬力相当）に減馬

力した船舶を含む。）については、１月１日から１月３１

日まで及び３月１日から１２月３１日まで 

② 
３２キロワット以上

 （１１馬力以上） の船舶（出力管理装置により
３１キロワット以下

 （１０馬力相当）に減馬

力した船舶を除く。）については、１月１日から１月３１日

まで及び４月１日から１２月３１日まで 

③ 玄海町、旧肥前町又は伊万里市地区のいずれかの地区にお

いて漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする

者については、１月１日から１月３１日まで及び３月１日か

ら１２月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

① 旧浜玉町、旧唐津市、旧呼子町、旧鎮西町、玄海町、旧

肥前町又は伊万里市のいずれかの地区において漁港機能を

有する施設を拠点として漁業を営もうとする者。又は、上

記以外の地区において漁港機能を有する施設を拠点として

漁業を営もうとする者のうち、松浦海区漁業調整委員会に
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諮り、漁業調整上支障がないと認められた者。  

   ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利

を有する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号。以

下「規則」という。）第１０条第１項第１号から第５号ま

でのいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   許可日から令和７年１２月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和３年

１０月１日から令和３年１０月８日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」とい

う。）と、申請期間の最終日において有効な許可又は起業の認

可を受けている船舶の数を足した数（以下「合計数」とい

う。）が、３３件に到達しないときは、申請期間の最終日の次

の開庁日を新たな申請期間として追加する。 

３ 令和７年１１月２８日までの期間において、合計数が３３件

に到達するまでは、最後に追加した申請期間の次の開庁日を更

に新たな申請期間として追加することを繰り返す。ただし、最

後に追加した申請期間より前の申請期間に受付けたもののう

ち、許可、起業の認可若しくは不許可の処分又は申請の取下げ

をしたものについては、これを受付数から除く。 

４ 合計数が３３件に到達した日以降から令和７年１１月２８日

までの期間において、廃業等の事由により残枠が生じた場合

は、再度公示を行う。申請期間の取扱いは、上記１から３に同

じ。 

第４ 許可の基準 

   合計数が３３件を超える場合は、最後に設定した申請期間に受付

けた者を次に揚げる優先順位により許可又は起業の認可をする者を

定める。ただし、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。

10



 なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでな

い。 

  （１）当該漁業許可を有する者の承継を受けた者。ただし、承継を 

受ける者は許可を有する者と同居して生計を同じくする２親等 

以内の親族に限る。 

  （２）前回許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有してい

た者のうち、今回の許可の有効期間において当該知事許可漁業

の許可又は起業の認可を受けていない者 

  （３）規則第４条第１項第６号又は第８号から第１４号までのいず

れかの漁業許可を有する者 

（４）上記（１）から（３）に該当しない者 

 

第５ 条件 

（１）旧浜玉町又は旧唐津市地区において漁港機能を有する施設を 

拠点として漁業を営もうとする者は、次の①から③の海域及び 

共同漁業権漁場で操業してはならない。 

ただし、共同漁業権漁場において、事前に共同漁業権者と協

議し、同意を得られた場合はこの限りでなく、その際は同意書

の写しを操業時に携帯しなければならない。 

①  唐津市土器崎北端と長崎県壱岐市芦辺町上イズミ岩を結 

んだ直線以西の佐賀県海域 

②  次のア及びイの点を結んだ直線、ウ及びエの点を結んだ 

直線並びに最大高潮時海岸線によって囲まれた海域。ただ

し、４月１日から５月３１日までに限る。 

ア 唐津市高島北端から２９３度の方向に引いた直線と唐

津市鳩川の最大高潮時海岸線との交点 

イ 唐津市高島北端 

ウ 唐津市高島南東端 

エ 唐津市高島南東端から１８０度の方向に引いた直線と

同市東唐津の最大高潮時海岸線との交点 

③  次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ二直線と最大高

潮時海岸線とによって囲まれた海域。ただし、１月１日
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から４月３０日までに限る。 

ア 佐賀県・福岡県の境界(包石)に設置した標識 

イ 唐津市高島南東端 

ウ 唐津市高島南東端から百八十度(真方位とする。)の線

と唐津市東唐津の最大高潮時海岸線との交点 

（２）唐津市唐房地区において漁港機能を有する施設を拠点として

漁業を営もうとする者は、次の①から③の海域及び共同漁業権

漁場で操業してはならない。 

ただし、共同漁業権漁場において、事前に共同漁業権者と協

議し、同意を得られた場合はこの限りでなく、その際は同意書

の写しを操業時に携帯しなければならない。 

     なお、松共第９号から第１４号及び第１６号については、同 

意に基づく海域は１）から３）の海域とする。 

１）次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直線並びに最大

高潮時海岸線によって囲まれた海域 

ア 唐津市土器崎北端 

       イ 唐津市土器崎北端と唐津市鎮西町加唐島南端を結ん 

だ直線と、唐津市呼子町平瀬灯台と唐津市鎮西町波戸 

岬北西端を結んだ直線との交点 

       ウ 唐津市鎮西町波戸岬北西端 

２）唐津市呼子町小川島、唐津市鎮西町加唐島及び同松島の

最大高潮時海岸線から７００メートル以内の海域 

     ３）唐津市呼子町平瀬の最大高潮時海岸線から５００メート 

ル以内の海域 

    ① 唐津市鎮西町波戸岬北西端と同松島西端を結んだ直線及び

その北側の延長線以西の佐賀県海域 

② 次のア及びイの点を結んだ直線、ウ及びエの点を結んだ直

線並びに最大高潮時海岸線によって囲まれた海域。ただし、

４月１日から５月３１日までに限る。 

ア 唐津市高島北端から２９３度の方向に引いた直線と唐

津市鳩川の最大高潮時海岸線との交点 

イ 唐津市高島北端 
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ウ 唐津市高島南東端 

エ 唐津市高島南東端から１８０度の方向に引いた直線と

同市東唐津の最大高潮時海岸線との交点 

      ③ 次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ二直線と最大高

潮時海岸線とによって囲まれた海域。ただし、１月１日か

ら４月３０日までに限る。 

ア 佐賀県・福岡県の境界(包石)に設置した標識 

イ 唐津市高島南東端 

ウ 唐津市高島南東端から百八十度(真方位とする。)の

線と唐津市東唐津の最大高潮時海岸線との交点 

（３）旧呼子町又は旧鎮西町地区において漁港機能を有する施設

を拠点として漁業を営もうとする者は、次の①から④以外の

海域並びに共同漁業権漁場で操業してはならない。 

      ただし、共同漁業権漁場において、事前に共同漁業権者と 

協議し、同意を得られた場合はこの限りでなく、その際は同 

意書の写しを操業時に携帯しなければならない。 

なお、松共第８号から第１７号については、同意に基づく 

海域は１）から３）の海域とする。 

         １） 次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ直

線並びに最大高潮時海岸線によって囲まれた海域 

ア 唐津市土器崎北端 

         イ 唐津市土器崎北端と唐津市鎮西町加唐島南端を

結んだ直線と、唐津市呼子町平瀬灯台と唐津市鎮

西町波戸岬北西端を結んだ直線との交点 

         ウ 唐津市鎮西町波戸岬北西端 

エ 唐津市鎮西町波戸岬北西端と唐津市肥前町大崎 

北端を結んだ直線と、唐津市鎮西町串崎北端と同 

馬渡島南西端を結んだ直線との交点    

         オ 鎮西町串崎北端  

２） 唐津市呼子町小川島、唐津市鎮西町加唐島及び同 

松島の最大高潮時海岸線から７００メートル以内

の海域 
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３）唐津市鎮西町馬渡島及び唐津市呼子町平瀬の最大高

潮時海岸線から５００メートル以内の海域  

① 次のア及びイの点を結んだ直線と、ウ、エ及びオの各点を

順次に結んだ直線並びにオ及びカの点を結んだ直線の西側の

延長線との間の佐賀県海域  

ア 唐津市土器崎北端 

  イ 長崎県壱岐市芦辺町上イズミ岩 

  ウ 唐津市鎮西町串崎北端     

エ 唐津市鎮西町串崎北端と同馬渡島南西端を結んだ直線

の延長線と、唐津市肥前町向島北端と唐津市鎮西町馬渡

島西端を結んだ直線との交点 

オ 唐津市鎮西町波戸岬北西端と同馬渡島北東端を結んだ

直線の延長線と、唐津市肥前町向島北端と唐津市鎮西町

馬渡島西端を結んだ直線の延長線との交点 

  カ 唐津市鎮西町波戸岬北西端 

②   唐津市相賀崎東端と福岡県二丈町串崎北端を結んだ直線以 

南の佐賀県海域 

③   次のア及びイの点を結んだ直線、ウ及びエの点を結んだ直 

線並びに最大高潮時海岸線によって囲まれた海域。ただし、

４月１日から５月３１日までは除く。 

ア 唐津市高島北端から２９３度の方向に引いた直線と 

同市鳩川の最大高潮時海岸線との交点 

       イ 唐津市高島北端  

       ウ 唐津市高島南東端 

エ 唐津市高島南東端から１８０度の方向に引いた直線

と同市東唐津の最大高潮時海岸線との交点 

④   次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ二直線と最大高 

潮時海岸線とによって囲まれた海域。ただし、１月１日から

４月３０日までは除く。 

ア 佐賀県・福岡県の境界(包石)に設置した標識 

イ 唐津市高島南東端 

ウ 唐津市高島南東端から百八十度(真方位とする。)の
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線と唐津市東唐津の最大高潮時海岸線との交点 

（４）玄海町外津地区において漁港機能を有する施設を拠点として

漁業を営もうとする者は、①以外の海域及び共同漁業権漁場で

操業してはならない。 

     ただし、共同漁業権漁場において、事前に共同漁業権者と 

協議し、同意を得られた場合はこの限りでなく、その際は同 

意書の写しを操業時に携帯しなければならない。  

なお、松共第１７号については、同意に基づく海域は１）の 

とおりとする。 

１）唐津市鎮西町馬渡島の最大高潮時海岸線から５００メ

ートル以内の海域 

① 次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直線並びにウ及

びエの点を結んだ直線の西側の延長線と、オ及びカの点を

結んだ直線との間の佐賀県海域    

ア 唐津市鎮西町串崎北西端 

イ 唐津市鎮西町串崎北西端と同馬渡島南西端を結んだ

直線の延長線と、唐津市肥前町向島北端と唐津市鎮西

町馬渡島西端を結んだ直線との交点 

ウ 唐津市鎮西町波戸岬北西端と同馬渡島北東端を結ん

だ直線の延長線と、唐津市肥前町向島北端と唐津市鎮

西町馬渡島西端を結んだ直線の延長線との交点 

 エ 唐津市鎮西町波戸岬北西端 

 オ 唐津市肥前町立神鼻（星賀鼻）西端     

 カ 長崎県松浦市鷹島町宇毛岩鼻北東端 

（５）玄海町仮屋又は旧肥前町〔菖津、京泊及び向島地区〕地区に 

  おいて漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする

    者は、①以外の海域及び共同漁業権漁場で操業してはならな 

い。ただし、共同漁業権漁場において、事前に共同漁業権者と 

協議し、同意を得られた場合はこの限りでなく、その際は同意 

書の写しを操業時に携帯しなければならない。  

なお、松共第１７号については、同意に基づく海域は１）の

とおりとする。 
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１）唐津市鎮西町馬渡島の最大高潮時海岸線から５００メ

ートル以内の海域 

① 次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直線並びにウ

及びエの点を結んだ直線の西側の延長線と、オ及びカの

点を結んだ直線との間の佐賀県海域    

ア 唐津市鎮西町串崎北西端 

イ 唐津市鎮西町串崎北西端と同馬渡島南西端を結んだ

直線の延長線と、唐津市肥前町向島北端と唐津市鎮西

町馬渡島西端を結んだ直線との交点 

ウ 唐津市鎮西町波戸岬北西端と同馬渡島北東端を結ん

だ直線の延長線と、唐津市肥前町向島北端と唐津市鎮

西町馬渡島西端を結んだ直線の延長線との交点  

 エ 唐津市鎮西町波戸岬北西端 

 オ 唐津市肥前町立神鼻（星賀鼻）西端 

 カ 長崎県松浦市鷹島町宇毛岩鼻北東端 

（６）旧肥前町〔菖津、京泊及び向島地区を除く。〕又は伊万里市 

地区において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もう 

とする者は、①及び②以外の海域並びに共同漁業権漁場で操業 

してはならない。 

ただし、共同漁業権漁場において、事前に共同漁業権者と協

議し、同意を得られた場合はこの限りでなく、その際は同意書

の写しを操業時に携帯しなければならない。  

なお、松共第１７号については、同意に基づく海域は１）の

とおりとする。 

１）唐津市鎮西町馬渡島の最大高潮時海岸線から５００

メートル以内の海域 

① 次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ直線

並びにオ及びカの点を結んだ直線の西側の延長線より南

西の佐賀県海域。ただし、伊万里市山代町浦ノ崎佐代川

左岸北西角に設置した標識と同市黒川町福田字浦潟１２

９０番地吉が浦鼻に設置した標識を結んだ直線以南の海

域は除く。 
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 ア 唐津市肥前町大崎北端 

イ 唐津市鎮西町波戸岬灯台と唐津市肥前町向島灯

台を結んだ直線と、同向島北端と同大崎北端を結

んだ直線との交点 

ウ 唐津市鎮西町串崎北西端と同馬渡島南西端を結

んだ直線と、同波戸岬灯台と唐津市肥前町向島灯

台を結んだ直線との交点 

エ 唐津市鎮西町串崎北西端と同馬渡島南西端を結

んだ直線の延長線と、唐津市肥前町向島北端と唐

津市鎮西町馬渡島西端を結んだ直線との交点 

オ 唐津市鎮西町波戸岬北西端と同馬渡島北東端を

結んだ直線の延長線と、唐津市肥前町向島北端と

唐津市鎮西町馬渡島西端を結んだ直線の延長線と

の交点  

カ 唐津市鎮西町波戸岬北西端 

     ② 次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線に

よって囲まれた海域。ただし、５月１日から１０月３１日

までは除く。 

ア 唐津市鎮西町波戸岬灯台と唐津市肥前町向島灯台を

結んだ直線と、同向島北端と同大崎北端を結んだ直線

との交点 

イ 唐津市鎮西町串崎北西端と同馬渡島南西端を結んだ

直線と、同波戸岬灯台と唐津市肥前町向島灯台を結ん

だ直線との交点 

ウ 唐津市鎮西町串崎北西端と同馬渡島南西端を結んだ

直線の延長線と、唐津市肥前町向島北端と唐津市鎮西

町馬渡島西端を結んだ直線との交点 

       エ 唐津市肥前町向島北端 

  （７）松浦海区漁業調整委員会に諮り、漁業調整上支障がないと認

められたことにより当該漁業を営む者の資格に該当した者は、

同委員会が指定する海域以外で操業してはならない。ただし、

共同漁業権漁場において、事前に共同漁業権者と協議し、同意
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を得られた場合はこの限りでなく、その際は同意書の写しを操

業時に携帯しなければならない。 

（８）許可を受けた船舶は、舷檣板（通称カイシング）の後部両舷

外側に次の色調の長方形（タテ２０センチメートル以上、ヨコ

１６０センチメートル以上）の塗装表示をしなければならな

い。 

     ① 
３１キロワット以下

 （１０馬力以下）の船舶について、玄海町外津若しくは仮屋、

旧肥前町又は伊万里市のいずれかの地区において漁港機能

を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者は青色、

旧浜玉町又は旧唐津市地区において漁港機能を有する施設

を拠点として漁業を営もうとする者は赤色、唐津市唐房地

区において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営も

うとする者は緑色、旧呼子町又は旧鎮西町地区において漁

港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者は

茶色 

② 松浦海区漁業調整委員会が指定する区域での操業が認め

られた者は、指定された区域の塗装表示出力管理装置によ

り３１キロワット以下（１０馬力相当）に減馬力した船舶

については、①による表示の上部半分を黄色 

③ 
３２キロワット以上 

（１１馬力以上） の船舶については、①による表示の後部半分

を黄色 

  （９）ビームの長さは８メートル以下とする。 

（10）袋網の網目については１５センチメートルにつき１４節以上２ 

０節以下とする。 
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 1 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（福岡県連合海区漁業調整委員会） 

 

（１）大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁期

間の設定について 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（熊本県連合海区漁業調整委員会） 

 

（２）大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大並びに適正操業の指導強化について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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 2 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（鹿児島県連合海区漁業調整委員会） 

 

（３）大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業における操業禁止区域の見直し拡大

等について 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（福岡県連合海区漁業調整委員会） 

 

（４）日韓漁業協定におけるはえ縄漁船の操業条件について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46



 3 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（長崎県連合海区漁業調整委員会） 

 

（５）日中・日韓新漁業協定の発効等に伴う今後の対策等について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（長崎県連合海区漁業調整委員会） 

 

（６）日本近海における外国漁船違法操業取締の強化について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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 4 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（熊本県連合海区漁業調整委員会） 

 

（７）東シナ海における漁船の安全操業確保について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（鹿児島県連合海区漁業調整委員会） 

 

（８）日中漁業協定等に基づく外国漁船の操業条件等の堅持について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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 5 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（沖縄海区漁業調整委員会） 

 

（９）日台漁業取決めの見直しについて（継続） 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（沖縄海区漁業調整委員会） 

 

（１０）日中漁業協定の見直しについて（一部新規） 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（佐賀県連合海区漁業調整委員会） 

 

（１１）クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援について 

 

意 見 

 

当海区要望分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（長崎県連合海区漁業調整委員会） 

 

（１２）太平洋クロマグロの資源管理の推進について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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 7 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（宮崎海区漁業調整委員会） 

 

（１３）太平洋クロマグロの資源管理に係る運用について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（鹿児島県連合海区漁業調整委員会） 

 

（１４）太平洋クロマグロの資源管理の強化に伴う経営安定対策の推進について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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 8 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（沖縄海区漁業調整委員会） 

 

（１５）太平洋クロマグロ（大型魚）の適正な資源管理について（継続） 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（佐賀県連合海区漁業調整委員会） 

 

（１６）ミニボートによる危険行為の防止について 

 

意 見 

 

当海区要望分 
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 9 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（熊本県連合海区漁業調整委員会） 

 

（１７）ミニボートによる危険行為の防止について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（長崎県連合海区漁業調整委員会） 

 

（１８）海区漁業調整委員会制度について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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 10 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（大分海区漁業調整委員会） 

 

（１９）新たな漁業関係法令の改正について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（大分海区漁業調整委員会） 

 

（２０）改正漁業法における新たな資源管理措置等について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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 11 / 12 

 

別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（宮崎海区漁業調整委員会） 

 

（２１）沿岸資源の適正な利用について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望事項（鹿児島県連合海区漁業調整委員会） 

 

（２２）水産政策の改革について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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別紙様式 

 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    

 

要望事項（熊本県連合海区漁業調整委員会） 

 

（２３）海区漁業調整委員会の財政基盤の確保について 

 

意 見 

 

要望の趣旨に賛同します。 
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